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事業評価対象事業の一覧表及び位置図



平成30年度 第4回　事業評価対象事業の一覧表

（事後評価）

No. 事業種名 完了年度
事後評価

理由

1 砂防事業 Ｈ２５
事業完了後

5年以内

2 道路事業

高規格
幹線道路

京奈和
自動車道

一般国道４２号
紀北東道路

Ｈ２５
事業完了後

5年以内

瀬田川水系直轄砂防事業

事　業　名 事業概要

●概要：瀬田川水系直轄砂防事業は、上流域の崩壊地・禿しゃ地
（はげ山）等からの土砂生産を抑制するため山腹工の整備や土石
流等の土砂災害から人命・財産などを守るため砂防堰堤等の整
備を行う事業です。
●事業化年度　： 明治１１年度
●完成供用　　 ： 平成２５年度
●全体事業費　： ３４１億円

●概要：京奈和自動車道の一部を構成し、広域的な高規格幹線
道路ネットワークの役割を果たすとともに、国道24号の交通混雑
の緩和、交通安全の確保等を目的とする和歌山県橋本市から和
歌山県紀の川市を結ぶ延長16.9kmの道路です。
●事業化年度　： 平成５年度
●完成供用　　 ： 平成２５年度
●全体事業費　： １，４２０億円



事業評価対象事業の位置図

瀬田川水系直轄砂防事業

紀北東道路

緑字：事後評価


